
 

 

 

 

 





 

 

長野県日本語交流員養成・研修 カリキュラム 

文化庁 平成 30年度～令和２年度日本語教育人材養成・研修カリキュラム等開発事業活用事業 

 

１ 目 的 

  誰もが暮らしやすい地域を実現するための日本語学習支援について考え、支援者として学び続ける

ことができるとともに、地域における多文化共生を推進する担い手となることができる。 

 

２ 目 標 

  外国人と地域住民が双方向で学び合い、楽しく参加できて、日本語学習につながり地域の暮らしの

向上に役立つ。地域住民も参加し、外国人と接することで異文化理解を図る。 

  積極的に地域住民として学習者とコミュニケーションをとる。 

 

３ 対 象 

  地域住民の意識を変えていく重要な役割ができ、多文化共生に興味のある者 

 

４ 定 義 

 （1） 地域日本語教育コーディネーター 

     行政、地域の関係機関、関係者との連絡調整を行い、日本語教室の運営、日本語教育のプログ

ラム作成を行う者。また、地域日本語教室とをつなぐ役割をする者。 

 （2） 日本語教師 

     日本語を直接学習者に教え、言葉と学習者を繋ぐ。 

     地域の日本語教育体制の状況を分かっており、地域の日本語教育体制と連携をしていく者。 

 （3） 日本語交流員（文化審議会国語分科会の報告における「日本語学習支援者」のことをいう。） 

     日本語を学習者に直接教えるのではなく、地域と学習者を繋ぐ。(1)、(2)の日本語専門職と連携

しながら学習者と共に成長する者。 

 （4） 学習者 

     県内に生活する外国人（生活者としての外国人） 

  

【日本語教育人材の役割の整理】 

日本語教師 日本語学習者に直接日本語を指導する者 

日本語教育コーディネーター 日本語教育の現場で日本語教育プログラムの策定・教
室運営・改善を行ったり、日本語教師や日本語学習支援
者に対する指導・助言を行うほか、多様な機関との連
携・協力を担う者 

日本語学習支援者 日本語教師や日本語教育コーディネーターと共に学習
者の日本語学習を支援し、促進する者 

※文化審議会国語分科会「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）改定版」平成
31 年３月より抜粋 



 

 

５ 資質・能力 

１ 

共 

通 

(1) 日本語を正確に理解して的確に運用できる能力を持っていること。 

(2) 多様な言語・文化・社会的背景を持つ学習者と接する上で、文化的多様性を理解し尊重す

る態度を持っていること。 

(3) コミュニケーションを通じてコミュニケーションに学ぶという日本語教育の特性を理解し

ていること。 

※指導者と学習者が固定的な関係でなく、相互に学び、教え合う実際的なコミュニケーション

活動 

２ 

知 

識 

(1) 日本語や日本文化、社会、多文化共生に対する一般的な知識・理解を持っている。 

(2) 日本語教育に携わる機関・団体及び関係者による支援体制と自らに期待される役割につい

て理解している。 

(3) 学習者の来日の経緯、国や言語・文化背景、日本語の学習目的に対する一定の知識を持っ

ている。 

(4) 異文化理解や異文化間コミュニケーション、コミュニケーション能力に関する基礎的な知

識を持っている。 

(5) 日本語の構造や日本語学習支援に関する基本的な知識を持っている。 

(6) 地域の文化やその地域での生活に必要な知識を持っている。 

(7) 長野県内活動地域の在住外国人の特性を理解している。 

(8) 相手の文化や日本文化の双方を理解し、多文化共生の知識を持っている。 

３ 

技 

能 

(1) 分かりやすく伝えるために、学習者に合わせて自身の日本語を調整することができる。 

(2) 学習者の発話を促すために、耳を傾けると共に自身の発話を調整することができる。 

(3) 日本語教育コーディネーターや日本語教師とともに、日本語学習を支援することができる。 

(4) 学習者の状況を観察し、日本語教師や日本語教育コーディネーターの助言を得ながら、学

習方法や学習内容を学習者に合わせて工夫することができる。 

(5) 日本語を教えるのではなく、コーディネーターや日本語教師と共に、学習者と積極的にコ

ミュニケーションをとることができる。話し相手になることができる。 

(6) 地域によって文化と歴史、住民が違うということを理解し、伝えることができる。 

(7) やさしい日本語を使って外国人と地域住民とをつなぐ（両者に伝えられる）ことができる。 

４ 

態 

度 

(1) 学習者の背景や現状を理解しようとする。 

(2) 学習者の言語や文化を尊重し、対等な立場で接しようとする。 

(3) 学習者や支援者などと良好な対人関係を築こうとする。 

(4) 学習者が自ら学ぶ力を育み、その学びに寄り添おうとする。 

(5) 異なる考えや価値観を持つ他者と協働できる柔軟性を持とうとする。 

(6) 日本語交流員としての立場を理解し、学習者と対等に双方に学ぼうとする。 

５
そ
の
他 

(1) それぞれの地域に合った支援体制及び自身が活動する地域の地域特性を理解している。 

 ※地域特性とは、活動する地域に在住する外国人の特性等 

（参考） 

各研修では以下の資質・能力の各項目について重点的に取り組む。 

初期研修：「１ 共通」「２ 知識」「３ 技能」 

スキルアップ研修：「１ 共通」「４ 態度」「５ その他」 



 

 

６ カリキュラム内容 

日本語交流員【初期】研修 
 

教育内容: 

 テーマ 
目 標 

（身に付ける

資質・能力） 

内 容 方 法 時間数 

１ 

日本語交流員の役割と

多文化共生（学習者の

背景に対する理解） 

～日本語交流員の役割

を学ぶとともに多様性

を認め合おう～ 

１(2) 

２(1)(3)(8) 

３(6) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) オリエンテーション 

 ～日本語交流員に求められる役割、日

本語教育人材とは～ 

(2) 外国人をめぐる国内外の動き  

・国の施策（在留資格等） 

 ・国内の在留外国人の状況 

 ・主な出身国の文化背景（国の状況） 

 ・来日理由、日本における生活状況な    

  ど 

(3) 多文化共生とは 

(4) 「生活者としての外国人」に対する

日本語教育の目的・目標 

(5) “よい”支援・日本語教室とは 

講義、 

演習 

ディス

カッシ

ョン 

３ 

２ 

長野県、地域の独自性

～どんな特徴があり、

どんな日本語教室があ

り、学習者がいるのか

を知ろう～ 

１(2) 

２(2)(6)(7) 

(8) 

３(6) 

４(1)(2)(6) 

５(1) 

(1) 県内に在住する外国人 

 ・全県及び地域の状況 

(2) 多文化共生施策 

 ・長野県及び近隣市町村 

(3) 外国人を取り巻く県内の特性、生活

事情等（他県との違いを理解する） 

(4) 外国人を取り巻く地域の特性、歴史

的背景、生活事情等（地域の違いを理

解する） 

(5) 地域の支援者の状況 

(6) 地域日本語教育の実施体制と支援者

の役割（地域の日本語教室の紹介） 

(7) 日本語交流員の活躍の場 

講義、 

クイズ

形式演

習 

３ 

３ 

やさしい日本語 

～日本語交流員として

身につけておくべき日

本語のスキル～ 

１(1)(3) 

２(2)(5)(8) 

３(1)(2)(4) 

(5)(6)(7) 

(1) やさしい日本語とは 

(2) やさしい日本語を使って身近な文化

等を伝える方法 

(3) 日本語の構造 

(4) 生活支援や地域の人との繋ぎ、地域

文化を紹介する上で必要な日本語の

構造 

講義、 

演習 
３ 



 

 

４ 

多文化コミュニケーシ

ョン～コミュニケーシ

ョンから相手の文化を

尊重しよう～ 

１(1)(3) 

２(4) 

３(2)(4)(5) 

 (6) 

４(3)(5) 

(1) 異文化理解とは 

 ※相手の文化の尊重と理解 

(2) 多文化コミュニケーションとは 

(3) 日本語交流員としての傾聴 

(4) 日本語交流員としての発話調整 

講義、 

演習 
３ 

５ 

日本語交流員として～

活動を想定し実践して

みよう～ 

１(3) 

２(5) 

３(3)(4)(5) 

４(4)(5)(6) 

５(1) 

(1) これまでの研修の振り返り 

(2) 既存の地域日本語教室との連携 

(3) 外国人支援の様々な事例紹介 

(4) 日本語交流員としての実践演習 

講義、 

グルー

プ演習 

３ 

オ

プ

シ

ョ

ン 

最近の外国人支援や日

本語教室を知ろう 
 

(1) 最近の外国人支援や日本語教室の事

例参照 

（「日本語交流員の活躍の場（モデル教

室等）」の見学／地域の日本語教室の映

像資料視聴／既存の日本語教室以外の

お互いが対等性を持ってやり取りして

いる現場の見学） 

見学 

視聴 

 

 

  



 

 

日本語交流員【スキルアップ】研修 

 

教 育 内 容： 

 テーマ 
目 標 

（身に付ける

資質・能力） 

内 容 方 法 時間数 

１ 

日本語交流員の役割と

多文化共生 

～初期研修の振り返り

を通して改めて考えて

みよう～ 

１(2) 

２(7)(8) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) 初期研修受講後の振り返り 

(2) 私たちの地域の目指す姿 

 （受講者の想いを発散させる場） 

演習 

発表 
２ 

２ 

地域のリソースと外国

人支援 

～地域のリソースを確

認して外国人支援を考

えよう～ 

２(6) 

４(1)(3) 

５(1) 

(1) 地域の外国人支援の繋ぎ先 

（市役所等行政の担当課、関連の NPO

等） 

(2) 独学できる日本語学習教材(自習ド

リル、e-Learning、遠隔授業等)の紹

介 

講義 

演習 
２ 

３ 

コミュニケーション実

習 

～学習支援について、

コミュニケーションを

通して考えよう～ 

１(1)(2)(3) 

３(1)(2)(7) 

４(1)(2)(3) 

(4)(5)(6) 

５(1) 

(1) コミュニケーション実習 

（それぞれの“ライフ”の共有→作文） 

(2) 実践に向けたオリエンテーション 

(3) 実践課題の設定 

実習 

演習 

ディス

カッシ

ョン 

３ 

グループ実践 ※ 

４ 

実践の振り返り 

～振り返りを通して実

践について改めて考え

よう～ 

４(1)(2)(3) 

(5)(6) 

５(1) 

(1) 実践の振り返り（活動報告） 
発表 

演習 
２ 

５ 

日本語交流員として 

～長野県の多文化共生

社会を思い描こう～ 

１(2) 

２(6)(7)(8) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) 研修全体の振り返り 

(2) 私たちの地域の目指す姿（再度） 

(3) 日本語交流員の活躍の場について 

ディス

カッシ

ョン 

発表 

３ 

※ 共通の関心のある受講者でグループ作成 → 支援に関するプランニング → 実践 → レポー

ト → 発表 



 

第１章 

日本語交流員の役割と多文化共生 

（学習者の背景に対する理解） 

～日本語交流員の役割を学ぶとともに多様性を認め合おう～  

 

 

 
この章の内容  
 
〇  オリエンテーション  

   ～日本語交流員に求められる役割、日本語教育人材とは～  
 
〇  外国人をめぐる国内外の動き   

・国の施策（在留資格等）  

・国内の在留外国人の状況  

・主な出身国の文化背景（国の状況）  

・来日理由、日本における生活状況など  
 
〇  多文化共生とは  
 
〇  「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標  
 
〇  “よい”支援・日本語教室とは  

著者  

武蔵野大学  グローバル学部  日本語コミュニケーション学科   准教授  神吉宇一  
 
プロフィール  

九州・小倉出身。社会人のキャリアを小学校教員から始め，正規非正規 30 以上

の職を経て 2013 年から大学教員に。 2016 年 4 月より現職。本務以外に社会貢献

活動として，文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員，文化庁委嘱地域日

本語教育アドバイザーを始め，委員等多数。主な著書に，『 Education Abroad: 

Bridging Scholarship and Practice』（ 2020， Routledge,共著），『チャレン

ジ！多文化体験ワークブック』（ 2019，ナカニシヤ出版，共著）他多数。  
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就労が認められる在留資格    

在留資格 該  当  例 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者 

外交 外国政府の大使,公使等及びその

家族 
介護（※１） 介護福祉士 

公用 外国政府等の公務に従事する者

及びその家族 
興行 

俳優、歌手、プロスポーツ選

手等 

教授 大学教授等 技能 外国料理の調理師、スポーツ

指導者等 

芸術 作曲家、画家、作家等 
特定技能 

（１号・２号） 

特定産業分野に熟練した技

能を要する業務に従事する

者等 

宗教 僧侶、牧師、新婦 
技能実習 

（１号イ～３号ロ） 
技能実習生 

報道 新聞記者、報道カメラマン 
身分・地位に基づく在留資格 

活動制限なし 

高度専門職 
ポイント制による高度人財、 

医師、歯科医師、看護師等 
在留資格 該当例 

経営・管理 企業等の経営者・管理者 

永住者 永住許可を受けた者 

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別

養子 

法律・会計業務 弁護士、公認会計士 定住者 日系３世、外国人配偶者の連

れ子等 

医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 特別永住者 平和条約国籍離脱者及びそ

の子孫 

研究 政府関係機関や企業等の研究者

等 
就労の可否は指定される活動によるもの 

教育 高等学校、中学校等の語学教師等 在留資格 該当例 

技術・ 

人文知識・ 

国際業務 

技術者、通訳、語学講師、 

マーケティング業務従事者等 
特定活動 

外交官等の家事使用人、 

ワーキングホリデー等 
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就労が認められない在留資格（※２）    

在留資格 該当例    

文化活動 日本文化の研究者等    

短期滞在 観光客、会議参加者等    

留学 大学、専門学校、 

日本語学校等の学生 
   

研修 研修生    

家族滞在 就労資格等で在留する 

外国人の配偶者、子 
   

※１ 令和元年 11月現在（法務省ＨＰ参照） 

２ 資格が活動の許可を受けた場合は、 

   一定の範囲内で就労が認められる  
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第３章  

「やさしい日本語」  

～日本語交流員として身につけておくべき日本語のスキル～  

 

 

  

 
この章の内容  
 
〇  外国人とのコミュニケーションと日本語  

 

〇  「やさしい日本語」の背景と特徴  

 

〇  「やさしい日本語」を使ってわかりやすく伝える方法  

 

〇  「日本語交流員」として地域の人と外国人を繋ぎ、生活や日本語

の支援やコミュニケーションをするうえで必要な日本語  

著者  

信州大学グローバル化推進センター  日本語講師  岡宮美樹  
 
プロフィール  

上田市出身、長野市在住。  

2019 年度  長野県地域日本語教育コーディネーター  

著者  

信州大学人文学部  准教授  坂口和寛  
 
プロフィール  

専門は日本語教育学（教師養成）  
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この章 の目 的  

 この章では、「日本語交流員」に必要と考えられる日本語の知識やスキルにつ

いて、以下の 2 点から具体的に考え、理解を深めていきます。  

   (1)日本語をやさしくするためのコミュニケーション上の工夫  

   (2)「やさしい日本語」という日本語の考え方と使い方  

 

問 いかけ  

 かたことの日本語を話す外国人と会話をするときに、あなたならどのような話

し方をしますか。また、それはどうしてでしょうか。  

  ［話した経験がある］そのときのことを思い出してください。  

  ［話した経験がない］“自分ならたぶんこういう話し方をするだろう”と  

            具体的に考えてください。  

 

はじめに  

 まずは、「外国人との日本語での話し方」について考えてみましょう。外国人

と日本語でコミュニケーションをするときに、話し方や日本語の使い方にどのよ

うな工夫をしていますか。また、どのようなことを意識するとよいでしょうか。  

 

キーワード  

フォリナー・トーク、「やさしい日本語」、初級の日本語教科書、モジュール

型、文型積み上げ型     

 

知 識  

１．母語話者が外国人と話すときの特徴  

 一般的に、日本人が日本語で外国人と話すとき、話し方や言葉の使い方は日本

人同士のときと違うことがあります。そのような少し特殊な話し方や言葉の使い

方を、「フォリナー・トーク（ foreigner talk）」といいます。  

 ある言語の母語話者（ native speaker）がその言語の非母語話者に話しかけ

る際、よりよく理解してもらうために、会話の内容や話し方を調整するこ

とがある。こういった調整は母語話者同士の会話時には見られないもので

ある。このような対話的調整を含んだ発話をフォリナー・トークと呼ぶ。  

（『改訂版  英語教育用語辞典』、大修館書店、 1999 年、 p.113）  

 同辞典によれば、「調整」には言語的なものと会話的なものがあります。  
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   ［言語的調整］短く話す、ゆっくり話す、漢字やカタカナの言葉・省略・

短縮形・俗語・慣用表現を使わない、など  

   ［会話的調整］相手が話しやすい話題を選ぶ、質問を多くする、内容を確

認するなど  

   ⇒【問いかけ】で考えた話し方はどちらの調整に該当しますか。  

 

 外国人が話す日本語は、日本語母語話者からすると不正確だったり不自然だっ

たりする場合があります。そうした発話にはどう対応するとよいでしょうか。  

ワーク１  

会話の中で外国人が次のように話したとき、あなたならどのように相手に返し

て会話を続けますか。吹き出しに書いてください。  

※外国人の発話は、『日本語誤用辞典 ―外国人日本語学習者の誤用から学ぶ

日本語の意味用法と指導のポイント』（市川保子編、スリーエーネットワ

ーク、 2010 年、 p.440）から抜粋したものです。  
 

［補足］考えた発話のほかに、どのような発話が考えられるでしょうか。  

    できるだけたくさんの発話を考えてみましょう。  

 

知 識  

２．外国人と双方向的なやりとりをするコミュニケーションスキル  

(1)外国人との会話で起こる問題：「意思疎通がうまくできない ! !」  

 外国人と日本語で話すときに起こる大きな問題の一つが、「意思疎通がうまく

できない」ことです。その原因は、日本人・外国人双方の点から考えられます。  

  

もし、私は来年の入学試験をパースしたら  

日本の生活習慣とクラス方式を実地に  

見学することがほしいです。  

外国人  

あなた  
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  ①外国人の発話の問題：話している内容や言葉の意味がとりづらい  

    ［原因］日本語の誤り・発音の不十分さ・使える日本語の少なさ、など  

  ②日本人の発話の問題：伝えたいことを外国人が理解できるように話せない  

    ［原因］使う日本語が外国人にとって難しい  

 外国人との会話は、つねにスムーズに進むとはかぎりません。上に挙げたよう

な原因で会話がつまずいてしまった場合、大きく二つの解決策が考えられます。  

   ＜解決策 1＞外国人にとってわかりやすい日本語を使う  

   ＜解決策 2＞話し方を工夫しながら会話を続ける  

 ＜ 1＞は、特に「やさしい日本語」という考え方と表現方法で行うもので、第 3

節で扱います。まずは、コミュニケーションの方法に関わる＜ 2＞を考えます。  
 

(2)会話を続けながらいろいろな表現を使ってやさしくする工夫  

  外国人との会話でつまずきが生じてうまく意思疎通できないときは、日本語を

やさしくできるチャンスです。わかったふりをせずにやりとりを続けることで相

手の言いたいことがはっきりしてくることがあります。ワーク 1 のような外国人

の発話に対しては、 6 つの “返し方 ”が考えられます。  
 

 
 

(3)日本語交流員に求められる会話スキル  

 図の中心にある点線を境に、外国人の発話への返し方には違いがあります。  

  ［左側の反応］ “日本語を教えること ”への意識や目的が強い  

         特に言語面や正確さを重視。授業で日本語教師が多く行う。

専門的な日本語知識や指導技術が必要  

  ［右側の反応］ “コミュニケーションすること ”への意識や目的が強い  

         コミュニケーションの継続を重視。一般の日本人には特に重

要。専門的な日本語知識があれば、より効果的に行える。  

 「日本語交流員」にとっては、右側の反応が特に重要です。それらを積極的に

行い、「やさしい日本語」（次節）を使って外国人とやり取りを続けることで、

外国人の伝えたいことがわかってきたり、自身の日本語がやさしくなっていった
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りします。また、外国人が話す機会も増やせます。一度に伝えよう、理解しよう

としない姿勢や、相手の意図を先取って話さない姿勢を心がけましょう。  

   ⇒ワーク 1 で考えた発話は図中のどの反応にあてはまるでしょうか？  

 

３．「やさしい日本語」ってどんな日本語？―特徴と学ぶ必要性  

(1)専門的な概念としての「やさしい日本語」  

 日本語教育学では、「やさしい日本語」（カギかっこ付きです）という考え方

やスキルの重要性が多く指摘されています。外国人が理解できるように意図的に

やさしくした日本語が、「やさしい日本語」です。  

  ＜発端＞ 1995 年「阪神・淡路大震災」の際、被災外国人へ必要な情報が十分

に伝わらなかった。外国人への災害時の情報提供手段として、英語を

始めとした外国語ではなく日本語の重要性が認識され研究対象に。  

  ＜現在＞災害時・緊急時のほか、平時の情報提供やコミュニケーションでの

言語手段として「やさしい日本語」の重要性が指摘されている。  

     ［例］「NHK News WEB EASY」、外国ルーツの子どもへの支援  

    観光地での案内、医療現場での利用  

        障害を持つ人やお年寄りへの活用（対象は外国人に限らない）  

 

 (2)「やさしい日本語」とは  

 「やさしい日本語」は、外国人にとってわかりやすくなるよ

うに、相手の日本語能力に合わせて語句や表現をやさしいもの

に調整して話す（書く）日本語のことです（⇒参考資料 1 と

2）。「やさしい日本語」は「フォリナー・トーク」（ 1 節）

の一種といえます。  

  フォリナー・トーク：  “外国人にわかりやすいだろう ”

と考えて行うが、成功するとはか

ぎらない。個人差も大きい。  

  「やさしい日本語」：外国人に確実に伝わるように、

やさしく言い換える。失敗もあるが、伝えたいことが

正確に伝わるような、成功度を高める日本語の工夫。  

 

(3)「やさしい日本語」の具体例  

 わたしたちはふだん、無意識的に日本語を使っています。日本人同士では問題

がない日本語や話し方でも、相手が外国人だと “問題だらけ ”の場合があります。

無意識的な普段使いの日本語に潜む難しさを、用例から具体的に考えてみます。  
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ワーク２  

【問題 1】  

例 A と B の日本語はそれぞれ、外国人にとってどのような点が理解しにくいで

しょうか。また、日本語の難しさにどのような違いがあるでしょうか。  

 ※例 A は大学生同士の会話の一部で、例 B は就職情報誌に見られる表現  

 ［A］「チャレンジするのに遅すぎるということはない」ってよく言われるけ

ど、なんかさ、昔とそんなになんか考え方とか変わってない部分は別に

昔の方法でもいいかもだけど、なんか昔と、なんか具体的にはよくわか

んないけど、なんか今と昔で考え方とか変わった部分とかを、昔のなん

か価値観とかでやるのは、成功させるのは無理かなみたいに思う  

 ［B］未経験者・経験者問わず大歓迎（高校生不可）  
 

  ＜【問題１】の記述らん＞  

 

【問題 2】  

例 1 と例 2 の日本語を、外国人 ※が理解できるようにわかりやすく（直感的

に）言い換えてください。【問題 1】で考えたことも参考にしてみましょう。  

    ※かたことでたどたどしい日本語を話す外国人（初級レベル）を想定  
 

［例１］ある日本人大学生の発話  

 (1)「チャレンジするのに遅すぎるということはない」ってよく言われるけど、

なんかさ、昔とそんなになんか考え方とか変わってない部分は別に昔の方法

でもいいかもだけど、なんか昔と、なんか具体的にはよくわかんないけど、   

なんか今と昔で考え方とか変わった部分とかを、昔のなんか価値観とかでや

るのは、成功させるのは無理かなみたいに思う。  

［例 A］  

 

 

 

 

［例 B］  

 

 

 

 

〔難しさの違い〕  
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  (2)「為せば為る」、なんかこう為せば為るってやればできるみたいなことだ

けど、でもやってもどうにもならないこともあるだろうしそういうのいっ

ぱいあったから、実体験に基づいて、だから、そうとは限らないと思うん

だけど、たぶん失敗することもあって、失敗して、切り替えて次に行くみ

たいなことも大事かなっていうのもあるんじゃないかな。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例２］就職情報誌によく見られる日本語  

(1)①未経験者・経験者問わず大歓迎（高校生不可）  

    

  

   

 ②未経験の方でも一からきちんと指導しますのでご安心ください！  

 

 

 

 

(2)  頑張り次第で正社員へステップアップ！（昇給あり）  
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(3)シフトについては応相談（勤務時間は 3 時間より）  

 

 

 

(4)制服貸与・残業手当あり  

 

 

    

(5)まずはお気軽にお電話下さい  

 

 

 

(6)国籍・経験・学歴は不問です  

 

 

 

(7)マイカー通勤 OK（無料駐車場あり）  

 

 

 

(8)ノルマ無しで働きやすい職場です  

 

ワーク３  

「やさしい日本語」には、わかりやすく言い換えるための原則があります。例え

ば、以下のような原則をもとに考えると、【問題 2】で言い換えた日本語はわか

りやすくなっているでしょうか。見直して、必要なら修正してください。  

 ［注意 1］以下に挙げた「表現法」は、防災・減災を目的とした「やさしい日

本語」に関わるものです。【問題 2】は日常的な日本語の例ですが、

その言い換えに際しても「表現法」が参考になります。  

 ［注意 2］「やさしい日本語」で“書く”場合には、すべての漢字にふりがな

を必ずつけてください。  
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＜「やさしい日本語」の表現法＞（書きことば・読みことば共通）  

  1．難しいことばを避け、簡単な語を使う  

  2．一文を短くして、文の構造を簡単にする  

  3．文末表現はなるべく統一する  

  4．二重否定の表現は避ける  

  5．曖昧な表現は使わない  

  6．動詞を名詞化したものはできるだけ動詞文にして使う  

  7．外来語を使うときは注意が必要  

  8．擬音語や擬態語は避ける  

  ※佐藤和之（ 2016）「外国人被災者の負担を減らす「やさしい日本語」」

野村正昭・木村義之編『わかりやすい日本語』（くろしお出版）より  

 

知 識  

４．日本語教育の観点から見た「やさしい日本語」  

 現在、日本語教育は大きく二つの教育場面があります。進学や留学を目的とし

た日本語学校等での教育と、日本語を教える地域のボランティア等での教育で

す。注目したい両者の違いはそれぞれの学習時間です。  

 初級の到達目標までにかかる時間は一般的に約 300 時間です。日本語学校では

集中的に学ぶので、週に 20 時間学んで、約 15 週間で終えることができるのに対

して、ボランティアなどでは週１回約 2 時間の授業では約 3 年かかる計算になり

ます。こうした現状から日本語学校で行われている授業ではなく、より地域の特

性に着目した日本語教材がいくつか出版されるようになりました。  

 ここで、「やさしい日本語」という観点から作られたモジュール型の日本語教

科書を見てみましょう。語彙や文法を教えることが中心的な目的の教科書と併せ

て、最初の二課で取り上げられる文法項目を見てみましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3章-9 

 

 ①「やさしい日本語」&トピックシラバスの教科書（モジュール型）  

課  新出文型・表現  

第 1 課  

・［名詞］をたべました・のみました。  

・［名詞］をたべましたか（のみましたか）？  

   はい、たべました（のみました）  

   いいえ、（なにも）たべませんでした（のみませんでした）  

・［モノの範囲］で［名詞］がすきです。  

                 なにがすきですか？  

・［日本の料理］は［イ形容詞］です。  ※味覚の表現限定  

第 2 課  

・わたしは、［仕事］です（いま  しごとがありません）  

・くには、［国名］です。  

・［国名］の［都市・町］です  

・［国・家］に［家族］と［家族］がいます。  

・なんですか？／どこですか？／だれがいますか？  

（『にほんごこれだけ！』 1、ココ出版）  
 

②文法シラバスの代表的な初級教科書（文型積み上げ型）  

課  新出文型・表現  

第 1 課  

・［名詞］は［名詞］です。（例：ミラーさんはアメリカ人です。）  

・［名詞］は［名詞］じゃありません。  

・［名詞］は［名詞］か。（例：ミラーさんはアメリカ人ですか。）  

・数字 +歳  

・（国名）人  

・初対面の挨拶  

 

第 2 課  

・これ、それ、あれ、この、その、あの  

・そうです。そうじゃありません。  

・［名詞］の［名詞］です。  

 （例：車の雑誌です。ミラーさんの傘です。）  

（『みんなの日本語  初級１［本冊］』、スリーエーネットワーク）  

 

 モジュール型の教科書は第 1 課から「食べました」「飲みました」などの動詞

やイ形容詞など幅広い文法項目が出てきます。また、 1 課と 2 課には文法や語彙

に関連性は薄く、いわゆる一課完結になっています。一方、文型シラバスの教科

書の場合、第 1 課は名詞文が学習項目で、第 2 課は第 1 課で学んだ項目を使っ

て、新しい文法や語彙を学びます。  

 ≪モジュール型教科書の日本語教育的ポイント！≫  

  1)“日本語を使って何をする？”という行動面から学ぶ日本語  

    →目標となる行動や目的の達成のために使える文法・表現・語彙の提示  

  2)教科書を 1 ページから順に勉強する必要はない。学習者のニーズや授業な

どに合わせてトピックや学ぶ課を自由に選ぶ。  
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 ≪文法積み上げ型教科書の日本語教育的ポイント！≫  

  1)大学へ進学する（大学で学ぶ）ための基礎的な日本語力の習得を目指す。  

    →日本語でアカデミックな活動ができるように “身につけておく必要があ

るだろう ”文法や語彙を提示  

  2)段階的な「積み上げ型」の内容と構成  

   ★教科書を用いた継続的な指導や学習が求められる  

     →今日学んだ文法項目は明日以降の学習に必要  

      （前の課で学んだことの定着が不十分だと後の課でつまずく）  

  3)学ぶ日本語は文法中心に構成。教師は目標となる文法に合う会話や場面を

考える。  
 

【日本語教育的ポイント】  

 モジュール型  文型積み上げ型  

注目ポイント  
行動中心  

（日本語を使って何をするか）  
言語構造中心  

教科書の配列  
トピックごと  

（何について話すか）  

“易しい→難しい”  

“単純→複雑”  

学習の進み方  

「点」的  

ニーズに合わせて学ぶ課を選ぶ  

※「臨機応変」の教科書使用  

「直線」的  

既習項目を基に新出項目を学ぶ  

※「継続的・計画的」な使用  

学びのゴール  

（評価対象）  

日本語を使って目標となる行動

ができる  
文法や文型をたくさん覚える  

 

 

５．おわりに：「日本語交流員」としての「やさしい日本語」力を高めるために  

 「日本語交流員」の大切な役割の一つは、自然なコミュニケーションを通じて

外国人の日本語の学びをサポートすることです。そしてその際には、「やさしい

日本語」という言語手段の活用が重要です。「やさしい日本語」は外国人とのコ

ミュニケーションを支えるだけでなく、日本語母語話者自身の、言葉への意識と

表現技術の向上につながります。「やさしい日本語」の上手な使い手になるため

に、普段の生活や学びのなかで意識的にできる工夫があります。  

 

＜ “「やさしい日本語」力 ”を支える知識やスキルを高めるためにできること＞  

①「わがふり」をふりかえってみる  

 1)自分の会話を録音・録画したり、書いた文章をコピーしたりします。  

 2)弘前大学社会言語学研究室・佐藤和之氏や庵功雄氏が提示する「やさしい

日本語」の言い換え規則を参考に、改善できそうな点を考えてみましょう。  

②「人のふり」を観察してみる  

 1)ふだん視聴しているテレビやラジオの番組を録音・録画します。  
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 2)“相手が日本人なら問題ないけど外国人なら難しいかな ??”という日本語や話

し方をチェックして、やさしく言い換える方法を考えてみましょう。  

③日本語教材を調べてみる  

 「やさしい日本語」は意識することでできる部分と、日本語教育学や日本語

学の知識によってうまくできる部分があります。日本語教科書や教師用参考書

を活用し、外国人が学ぶ文法や語彙の特徴を探ってみましょう。  

 ⇒日本語の知識やスキルを持つよりよい「日本語交流員」へ。日本語教師へ。  

 ・文法積み上げ型・文法中心の教科書（日本語学校などでの教室指導向き）  

 ・モジュール型（一回完結型）・コミュニケーション活動中心の教科書  

（地域日本語教育向き）  

 ・ “日本語のやさしさ ”に着目した教科書  ――など  

④専門的な内容や分野にも足を踏み入れてみる  

 1)「読書案内」の書籍などを参考に学びをより深めていきましょう。  

 2)初級の日本語指導で扱われる文法・語彙項目を学んでみましょう。「日本

語交流員」としての日本語力を高めるうえでとても効果的です。  

 

 

～参考資料～  

(1)『やさしい日本語―多文化共生社会へ』（庵功雄、岩波新書、 2016 年）  

(2)『わかりやすい日本語』（野村正昭・木村義之編、くろしお出版、 2016 年）  

［補足］「やさしい日本語」はその目的から、緊急時のものと平時のものに大き

く分けられます。文献 (1)は平時の、 (2)の第 7 章（佐藤和之氏執筆） ※は

減災の「やさしい日本語」について、考え方や背景にある事がら、表現意

識、言い換え規則が説明されています。  

      ※佐藤和之執筆「外国人被災者の負担を減らす『やさしい日本語』―

在住 1 年の外国人にもわかる表現で伝える」（ pp.245-275）  

(3)『にほんごこれだけ !  1』『にほんごこれだけ !  2』（庵功雄監修、ココ出版）  

(4)『みんなの日本語  初級Ⅰ（第 2 版）』・『みんなの日本語  初級Ⅱ（第 2

版）』（スリーエーネットワーク  編、スリーエーネットワーク）  

(5)『みんなの日本語  初級 I（第 2 版）教え方の手引き』・『みんなの日本語  初

級Ⅱ（第 2 版）教え方の手引き』（スリーエーネットワーク）  

［補足］学習者が初級段階で学ぶ日本語の全体像は、日本語教科書で知ることが

できます。文献 (3)は平時の「やさしい日本語」の考え方に基づくモジュ

ール型のコミュニケーション用教材です。 (4)(5)は文法積み上げ型の代表

的な初級教科書とその教師用参考書です。「やさしい日本語」の効果的な

使用には、初級日本語教育の知識が欠かせません。  



第 3章-12 

 

(6)『「分かりやすい表現」の技術―意図を正しく伝えるための 16 のルール』

（藤沢晃治、講談社ブルーバックス新書、 1999 年）  

(7)『人を助けるとはどういうことか―本当の協力関係をつくる 7 つの原則（第 2

版）』（エドガー･H･シャイン、英治出版、 2011 年）  

［補足］「やさしい日本語」の言い換えには、語句や文構造など言葉に関わる規

則と、話し方や伝え方に関わる規則があります。日本人向け書籍の (6)は

わかりやすさを重視した表現技法を扱っており、その考え方は「やさし

い日本語」と共通します。 (7)は、相手の立場に立ち、ひとりよがりのコ

ミュニケーションをしないための工夫を扱っています（第 2 節の内容や

本教材の第 4 章に関わります）。外国人の発話意図をより正確に理解し

「やさしい日本語」でコミュニケーションを行う際の参考となります。  
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す
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迫
る
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
間
，日
本
語
学
習
者
層
の
拡
大
と
多
様
化
が
進
み
ま
し
た
。平
成
31
年
4月
に「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
，新
た
な
在
留
資
格
と
し

て「
特
定
技
能
」が
創
設
さ
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ら
れ
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施
し
て
い
る
機
関
・
施
設
等
8,
03
5件
を
対
象
と
し
，そ
の
う
ち
，回
答
の
あ
っ
た

5,
60
6件
(回
収
率
69
.8
%
)を
集
計
し
た
。調
査
対
象
は
大
学
/短
期
大
学
/高
等
専
門
学
校
/地
方
公
共
団
体
(首
長
部
局
，教
育
委

員
会
)/
国
際
交
流
協
会
/法
務
省
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
日
本
語
教
育
機
関
(以
下
，法
務
省
告
示
機
関
)/
特
定
非
営
利
活
動
法
人

や
任
意
団
体
等
(初
等
中
等
教
育
機
関
は
対
象
外
)で
あ
る
。

日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
,日
本
語
教
師
等
の
数
,日
本
語
学
習
者
数
の
推
移

前
年
度
と
の
比
較
で
は
，日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
，日
本
語
教
師
等
の
数
，日
本
語
学
習
者
数
す
べ
て
増
加
し
て
い
る
。

平
成
2年
度
か
ら
の
推
移
を
見
る
と
，日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
は
82
1か
ら
2,
54
2(
3.
1倍
)に
，日
本
語
教
師
等
の
数
は
，

8,
32
9人
か
ら
46
,4
11
人
(5
.6
倍
)に
，日
本
語
学
習
者
数
は
60
,6
01
人
か
ら
27
7,
85
7人
(4
.6
倍
)に
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。

外
国
人
等
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
現
状

地
域
別
に
見
る
日
本
語
教
育
の
現
状

関
東
は
，機
関
・
施
設
等
数
が
92
6，
日
本
語
教
師
等
の
数
が
21
,7
48
人
，学
習
者
数
が
14
6,
81
4人
と
，他
の
地
域
に
比
べ
て
抜
き

ん
出
て
多
い
。

次
に
，機
関
・
施
設
等
数
で
は
中
部
・
北
陸
，近
畿
が
多
く
，日
本
語
教
師
等
の
数
，学
習
者
数
で
は
近
畿
，中
部
・
北
陸
が
多
い
。北

海
道
，四
国
は
全
体
的
に
少
な
く
，施
設
数
は
10
0に
達
し
て
い
な
い
。
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